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 令和７年度第１２回飯南町教育委員会議事録

 １．開会日時 　令和８年２月２５日（水）　１３：００開会　　１３：５４　閉会

 ２．開会場所 飯南町役場

 ３．出欠状況 ○出席者 

教育長：大谷哲也 

教育委員：烏田勝信、熊谷高暢、源知香子、三島智恵 

（事務局）次長：石飛幹祐 

  

大谷教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石飛次長 

 

大谷教育長 

 

熊谷委員 

 

 

 

石飛次長 

 

 

 

 

 

　2 月 5 日の臨時議会において三島智恵さんの教育委員就任が認め

られました。三島さんにおかれましては、今後ともよろしくお願いい

たします。 

　さて昨日、学校再編検討委員会の第 1回の会議を行いました。烏田

先生に無理を申し上げ、会長に就任いただいております。第 1回の会

議ではこれまでの流れや内容について目あわせを、情報共有をいた

しました。委員の皆様にはお世話になることと思いますが、将来の飯

南町の教育環境についてご意見をいただきたいと思います。 

　志々地区の動きですが、志々地区協議会の第 2 回目の会議を明日

開催いたしますが、前向きな形で協議をしていただいており、地域の

皆様には感謝しております。令和 9 年 4 月の統合という正式な決定

につきましては、次の総合教育会議の中で協議をいただきたいと思

います。 

　 

（令和７年度第 10回、11 回の教育委員会議事録について要旨説明） 

 

説明が終わりました。ご質問等お願いいたします。 

 

学校再編の検討委員会の委員は公募ということでしたが、名簿を

みせていただきましたが、頓原と志々は公民館長さんがなられてい

ますが、どういう経緯で就任されたものでしょうか。 

 

赤名・来島地区については、当初から応募いただいた方の中から選

考させていただきましたが、頓原、志々地区は手が上がりませんでし

たので、館長さんに声をかけさせていただき、応募していただいた次

第です。 
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 大谷教育長 

 

 

石飛次長 

 

大谷教育長 

 

 

 

 

大谷教育長 

 

 

大谷教育長 

 

 

 

石飛次長 

 

 

大谷教育長 

 

熊谷委員 

 

 

石飛次長 

 

 

 

 

 

烏田委員 

 

 

 

 

それでは議事に入ります。議案第 16 号　児童・生徒の区域外就学の

承諾についてお願いします。 

 

（区域外就学について、議案第 16 号により説明） 

 

議案第 16 号について説明がありました。ご質問等あればお願いい

たします。 

 

（以下、個人情報により削除） 

 

　他によろしいですか、それでは議案第 16号は承諾いただくこと言

ことでお願いいたします。 

 

　それでは次に協議報告事項に移ります。飯南町立学校にの教育職

員に関する業務管理健康確保措置実施計画についてをお願いいたし

ます。 

 

（飯南町立学校にの教育職員に関する業務管理健康確保措置実施計

画について資料 1により説明） 

 

　説明が終わりました。質問等あればお願いいたします。 

 

　7 ページのところですが、文科省の基準が以前と変わっているとい

うことでしょうか。 

 

　はい、年度当初の計画段階で、台風やインフルエンザなどでの休校

により、多めの時間数を見込んでしまうことが、結果的に時間数のオ

ーバーにつながることから、そうした要素を見込まず計画を立てる

こと、また、そうした結果、事業数が標準を下回っても問題ないとい

う認識です。 

 

　今回のように行政から指導がはいって、残業時間が減ることはい

いことだと思います。一方、USB の持ち出しもできないこともあり、

家で仕事をすることも難しくなっているので、学校の先生は、学級だ

よりなどもろもろのことをする時間があるのだろうかと心配です。

率直なことを申しますと、授業のことにしろ、それ以外の学校のこと
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熊谷委員 

 

 

 

大谷教育長 

 

 

 

熊谷委員 

 

 

烏田委員 

 

 

大谷教育長 

 

 

 

大谷教育長 

 

石飛次長 

 

 

大谷教育長

にしろ、子どものことを思えば、先生はやることはいくらでもあると

いうことです。ここまでやればいい、ということはないので。結論的

には、行政から早く帰りましょうという指導はいいと思いますが、熱

心に取り組んでいる先生の不利になるようなことになってほしくは

ありません 

 

　教員の残業代については、してもされなくても一律で 4 パーセン

トという風に聞いておりますが、今回国は、金額をあげるということ

でしょうか。 

 

　国は今回、段階的に 10 パーセントまであげることとしています。 

そうなると財源も必要になるので、行政部局も一緒になって総残業

時間を減らそうという流れになっています。 

 

　一律という方式をとらざるを得ない学校の実態はどのようなこと

でしょうか。 

　 

　どこまでが仕事かということが区切りにくい職業ということも言

えるかと思います。 

 

　この計画については、次の町長も含めた総合教育会議で報告をさ

せていただきます。教育委員会においては、これで成案とさせていた

だきますのでよろしくお願いいたします。 

　 

　その他の日程をお願いいたします。 

 

（今後の日程についてレジュメにより説明） 

（現在のインフルエンザによる休校状況を口頭で説明） 

 

　本日はこれで終了といたします。　（１３：５４終了）


